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第二回世田谷区本庁舎等整備に係る 

区民利用施設総合運営計画策定検討委員会 会議録 

開催日時 
令和 4 年８月１日（月） 

18:30～21:00 
場所 

世田谷区役所 

第一庁舎 5 階 庁議室 

参加委員 

（敬称略、

五十音順、 

ｵﾝﾗｲﾝ参加） 

学識経験者 齋藤委員、曽田委員、福岡委員 

団体 大坪委員、柴田委員、藤原委員、松田委員 

区民・学生 
片切委員、古森委員、細川委員、 

松本委員、吉澤委員、和地委員 

区職員 片桐委員、佐藤委員、清水委員 

欠席委員 なし 

 

市民活動推進課 

（事務局） 
片桐部長、榎本係長 

世田谷総合支所 

地域振興課 
佐久間課長 

庁舎管理担当課 桐山課長、伊藤係長 

庁舎建設担当課 横川係長 

支援業務
受託者 （株）ｼｱﾀｰﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 山下、東 

議 題 

（１）第１回検討委員会での意見交換について 

（２）区民交流スペースの設計への反映状況 

（３）事業・活動検討に基づき区民利用施設の基本方針・目標を 

考えるワールドカフェ 

（４）第１回ワークショップ検討内容 

（５）今後のスケジュール 
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〇曽田委員長： 

それでは皆様お忙しいところお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。こ

れから第 2 回世田谷区本庁舎等整備に係る区民利用施設総合運営計画策定検討委員会の

第 2 回を開会いたします。はじめに、事務局より本日の出席委員の確認をお願いいたし

ます。 

〇事務局・片桐生活文化政策部長： 

生活文化政策部長の片桐と申します。前回は委員として関わっておりますが、本日、市

民活動推進課長が不在のため、事務局として参加させていただきます。よろしくお願い

します。 

それでは、事務局から本日の出席委員の確認をさせていただきます。お手元の資料 1 座

席表をご覧ください。本日は、細川委員、吉澤委員、片切委員、松田委員がご都合によ

り、オンラインで参加されております。質疑などのやりとりにつきましては、パソコン

の画面上で委員に挙手をしていただき、モニター横でパソコンの画面を確認して事務局

が委員のかわりに手を挙げます。指名された後に委員からご発言いただく形式といたし

ます。なお、細川委員と和地委員におかれましては、本日初めての出席でございます。

以上でございます。 

〇曽田委員長： 

ありがとうございました。本日は第２回ですが、細川委員と和地委員が初めてのご出席

とのことですので、簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。 

〇シアターワークショップ山下： 

細川委員はまだ入られていません。 

〇曽田委員長： 

それでは和地委員お願いいたします。 

〇和地委員： 

すみません、第 1 回目は急用ができてお休みをしてしまってご迷惑をおかけしました。

和地えり子と申します。どうぞよろしくお願いします。 

〇曽田委員長： 

どうもありがとうございました。よろしくお願いします。そうしますと、細川委員につ

いてはいらっしゃった時点でご挨拶をいただくことにしたいと思います。 

それでは、議事の方に入っていきたいと思いますが、その前に事務局から資料の確認を

お願いします。 

〇事務局・片桐生活文化政策部長： 

本日お配りしております資料の確認をさせていただきます。資料 2 としまして、「第 2 回

世田谷区本庁舎等整備に係る区民利用施設総合運営計画検討委員会 資料」のスライド

をホチキスでとめてあるものがございます。また、資料 3 として、区民交流スペース等

の設計概要、Ａ３カラー刷りのものでございます。また、資料 4 としまして、委員の皆
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様に事前に作成いただきました、本庁舎等整備に係る区民利用施設の事業・活動検討の

ためのワークシートがございます。こちらはご自身の回答がご確認いただけますよう控

えとしてお配りしております。この度は、期限が短い中、ワークシートの作成にご協力

いただき、誠にありがとうございました。資料 5 として、委員の皆様にいただいたワー

クシートのアイデアをまとめた資料を作成いたしました。お手元にお揃いでしょうか。

ご確認いただきまして、足りないようでしたら、挙手いただければと思います。よろし

いでしょうか。説明は以上でございます。 

〇曽田委員長： 

資料の方はよろしいでしょうか。それでは議事に入っていきたいと思います。申し遅れ

ましたが、私、進行を担当させていただきます、委員長の曽田と申します。よろしくお

願いいたします。本日は、開催時間につきまして、事前に事務局よりお送りした通知に

おきましては 18 時 30 分から 21 時まで 2 時間半という予定でお知らせしていたと思い

ますけれども、昨今の新型コロナの感染状況を鑑み、できるだけ短くしたいということ

で、20 時 30 分までの 2 時間ということで進めさせていただきたいと思いますので、進

行につきましてご協力をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

では、皆様のお手元の本日の次第をご覧ください。まずは、第１回の検討委員会におい

て、委員の皆様方から色々なご意見やご質問をいただきました。それらを事務局がまと

め、回答したものを説明し、今後の検討を進めていく前に、皆様方からのご意見、ご質

問、あるいは疑問を解消していきたいと思っております。その後、ワールドカフェの方

式で、区民利用施設に望まれる活動、あるいは交流に関する意見交換等を行い、この次

の第３回検討委員会で、事務局より案をお示しする、総合運営計画の「基本方針・目標」

にとって、重要なキーワードを今回の委員会の中で選出していきたいと思います。その

あと、最後にですが、9 月 11 日の日曜日に開催予定の第１回ワークショップの内容の確

認をするということを予定しているということでございます。 

 

（１）第１回検討委員会での意見交換について 

〇事務局・榎本区民交流・文化施設準備担当係長： 

では、議題の 1、第 1 回検討委員会での意見交換の結果について事務局から説明させて

いただきます。市民活動推進課の係長の榎本と申します。よろしくお願いします。 

それでは、議題１、第１回検討委員会でいただいた意見についてご説明させていただき

たいと思います。お手元の資料２、スライド３ページ、またはモニターをご覧ください。

前回の委員会でいただいた意見について、3 つに分けてまとめさせていただきました。1

つ目が「全体方針や運用に関するご意見」ということで、こちらは 1 問 1 答形式でまと

めております。後ほどご説明いたします。2 つ目「区民交流スペースの設計の反映状況」

についてということで、こちらは議題２で後ほど資料をもとにご説明いたします。最後

に 3 つ目、「施設利用に関するアイデアやご意見」についてもご意見いただきまして、こ
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ちらは事前にお送りしましたワークシートの方に、アイデアということで記載をさせて

いただいたところでございます。それでは、お手元の資料もあわせて見ていただければ

と思います。 

まず、スライド 4 ページになります。検討委員会全般に関するご意見ということで、令

和元年 9 月に作成した「区民交流スペースの運用に関する検討会 提案書」の内容がど

のように設計に反映されたのか、というご意見をいただきました。こちらについては、

後ほど議題２でご説明をさせていただきます。 

続いて、スライド 5 番です。議論の時間の確保ということで、前回はなかなか議論をす

る時間が持てなかったというご指摘をいただきました。前回、区からの情報提供の時間

が長くなってしまい、大変申し訳ございませんでした。今回はワールドカフェの意見交

換の時間を設けさせていただいて、多く議論をしていただければと考えております。続

いて、近隣地域との連携について議論に含めていただければというご意見をいただきま

したが、こちらについてはご指摘のとおり、周辺地域との協力が区民利用施設での活動

についても重要かと考えております。今後、総合運営計画を策定するに当たって、基本

方針や活動計画については、周辺の団体や地域住民の方との連携も視野に入れたものに

なるよう進めていきたいと考えております。 

続いて、スライド 6 ページ、当委員会のオンライン配信についてです。オンライン配信

については、事務局として検討させていただきましたが、現状、字幕やカメラワークな

ど、視聴者の方にとって、見やすい環境の確保が難しいという現状がございます。代替

案としまして、第３回以降の検討委員会において、会場での傍聴をできるよう調整して

いきたいと考えています。第 2 回の今回の検討委員会では、対応が間に合わず大変申し

訳ございませんでした。続いて、区民利用施設全般に関するご意見としまして、シェア

サイクルやスクーターといった新しい移動手段の対応についてご意見をいただいたとこ

ろでございます。現在、シェアサイクル等のポートについては、区役所西通りの 154 号

線に面した敷地に設置を検討しているところでございます。 

それでは、次のスライドをご覧ください。スライドナンバー7 ページです。本検討委員

会において、検討する備品の範囲についてご意見をいただいたかと思います。こちらに

ついては、具体的な備品の範囲として、例えば工事で設置をしないテーブルや椅子であ

ったり、前回アイデアをいただきました、タープやパラソルなどが、備品として想定さ

れるものでございます。工事で設置するものとしましては、例えば屋上のベンチや日陰

棚等が考えられます。 

続いて、本検討委員会での議論がどのようにこの設計にフィードバックできるのかどう

かというご指摘についてですけれども、まず第 1 期から第 3 期までの工事期間の中で設

計図がありまして、施工者選定時の入札実施時にその設計図を掲示しまして、契約金額

や資材等の手配、施工スケジュールの根拠にしております。しかし、今後より良い施設

運営に向けて、本検討委員会やワークショップでの議論の中で、設計に関するご提案を
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いただいた場合については、施工者、設計者と協議しながら、反映の可能性、代替案な

どを検討させていただいて回答していきたいと考えております。説明は以上となります。 

〇曽田委員長： 

ありがとうございました。時間を議論のために多く残したいというのと、議論の前提に

なる情報は揃えておきたいというのと、どうしてもどちらも重要になってしまいますの

で、難しいところはありますけれども、第 1 回の検討委員会でご指摘いただいた部分に

はご回答いただいたと思いますが、今の事務局からの説明について、皆様から何かご意

見、ご質問等ありますでしょうか。よろしいでしょうか。では続きまして、次の項目に

移らせていただきます。 

 

（２）区民交流スペースの設計への反映状況 

〇曽田委員長： 

区民交流スペースの設計への反映状況について、検討会の提案書の内容がどのように活

かされたかということですが、これについても図面を基に区側から説明をお願いいたし

ます。 

〇桐山庁舎管理担当課長： 

庁舎管理担当課長の桐山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。資料の 2 のス

ライドの 9 ページ、10 ページ、また資料の 3 をご覧ください。区民交流スペースの設計

への反映状況ということで、区民交流スペースの東側２期棟の 1 階の南側についてご説

明をさせていただきます。令和元年 9 月の検討会の提案書の中で提案され、壁等の設え

につきまして、ご意見をいただいております。抜粋してお答えをさせていただきます。 

まず、6 ページですけれども、空間的にも機能的にも開かれて見えるというようなご意

見をいただいております。8 ページでも、フラッと行きたいときに利用できる。また、

機能的にやはり開かれて見えることが第 1 に大切であるというようなご意見をいただい

ております。9 ページでは、壁等の境目がなく、外と内に連続性がある、誰でも入りや

すくなるような、そういった設えにしたいというようなご意見もいただいております。

そういったご意見がございまして、こちらの区民交流スペースの設計につきましては、

周囲をガラス張りにするとともに、壁等を設置しない明るく開放的な空間にしておりま

す。また、日陰棚側と広場側に扉を設置しておりまして、一体的な利用が可能な設えに

しております。あと、区民交流スペースですけれども、スクリーンにつきましては、場

所を選ばずに天井から垂らすことが可能なつくりとなっております。続きまして、提案

書の中で、シンク付きのカウンター等のご意見もいただいておりました。こちらの方が

ちょっと紫色に記載されている場所ですけれども、こちらのカウンターの中に、流し台

の設置をしております。続きまして、提案書の照明と、素材に関してのご意見でござい

ます。9 ページでいわゆる役所っぽくないようなそういった設えにしてもらいたいとい

うようなご意見がございました。こちらの区民交流スペースは顕著なんですけれども、
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格子天井の形になっております。その枠内に照明を設置いたしまして、格子にダクトレ

ールと可動式のスポットライトを設置しております。こちらにつきましては、展示等に

合わせてスポットライトの位置の調節が可能になっております。また、今回のワークシ

ートの中でもご質問頂いただきましたが、照明の調光が可能になっております。また、

総合案内や流し台のあるカウンターは木製の作りとしております。最後、その他の欄に

記載しておりますけれども、これは第 1 回の委員会でのご質問でございましたけれども、

Wi-Fi の利用は可能な形になっております。また、こちらの左側のちょうど真ん中のと

ころに障害者施設の生産品の販売のため、可動式のワゴンを階段の脇に設置をする予定

でございます。 

続きまして、北側の区民交流スペースのご説明をさせていただきます。1 番上の区政情

報センターについては、こちらの東 2 期棟の北側に現状と同面積、大体約 100 平米の大

きさで、設置いたします。あと、トイレにつきましては、1 回目の委員会でもご質問が

ございましたけれども、東２期棟 1 階のトイレのエリアには男性用、女性用のトイレの

ほか、バリアフリートイレ、こちらはユニバーサルシートとか、あとオストメイトもご

ざいますし、男女兼用トイレや授乳室を設置しております。東２期棟 2 階のトイレは、

男性用、女性用トイレのほかバリアフリートイレの設置をしております。 

続きまして、倉庫です。これは区民交流スペースを利用する際に、イス等の什器の搬出

入等に考慮いたしまして、区民交流スペースに隣接して設置をしております。あと、こ

の倉庫の隣のエフエムせたがやですけれども、これは三軒茶屋のキャロットタワーのエ

フエムせたがやを移設いたします。当初、中庭の広場に面した位置を予定しておりまし

たが、広場からのエレベーターの視認性が低くなり、見づらくなりますので、それを考

慮しまして、この位置に変更をさせていただきました。 

続きまして、西３期棟の 2 階の区民交流室、こちらの方はキッチンを備えておりますけ

れども、キッチンには包丁等の管理衛生上の観点から、西３期棟の 2 階の区民交流室に

設置をいたしまして、平日を含む終日、区民利用といたします。 

あとは、ちょっと口頭でご説明をさせていただく点がございますので、少しお時間をい

ただいてよろしいでしょうか。まずワークシートの中で、屋上庭園についてご質問をい

ただきました。屋上庭園に出る際にバリアフリーになっているのかどうかというような

ご意見もございます。庭園まではエレベーターで、直通で行けるような設えになってお

ります。また、屋上で座って休憩できる場所があるのですかというようなご質問もござ

いました。こちらの東棟につきましては、植栽マスを利用したベンチが約 30 メートル、

西棟には 8 メートル予定をしており、テーブルは設置する予定はございません。屋上の

照明についてのご質問をいただいておりました。これは夕刻とか夜の利用につきまして、

ご質問いただいておりまして、夜間の利用につきましては、時間帯等は検討していると

ころですけれども、約 3 メートルから 4 メートル間隔で庭園灯の設置をする予定でござ

います。昼間の潅水についてもご質問いただいておりまして、こちらの方は 3 カ所用意
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をさせていただきます。 

あと、1 回目の検討委員会で一つ質問をいただいた点でございまして、これは災害時に

NPOなどが集まることのできる拠点がないのではないかというようなご意見がございま

した。それに対してですけれども、災害時の本庁舎の機能としまして、本庁舎は災害対

策本部を設置する機能を有しておりまして、避難場所には指定していませんけれども、

町会や自治会が指定する一時集合所となっております。この一時集合所というのは、ど

ういうものかと申しますと、危険回避のために近隣の避難者が一時的に集合して様子を

見る場所でございます。発災直後は、多くの区民等が避難をしてくることが想定される

ため、隣接する国士舘大学一帯の広域避難場所に安全に避難者を誘導することが求めら

れております。また、広域避難場所というのが一時集合所で火災延焼などにより危険が

迫った場合に避難する場所になっております。また、総合支所ごとに指定しております。

食料等の調達物資の集積地及び配送拠点として、世田谷区民会館も指定しております。

先ほどのご質問のご意見に対しまして災害対策課にお伝えをさせていただきました。ご

相談の内容につきましては、適宜必要に応じてご相談に応じたいということでしたので、

この場をお借りしてご説明をさせていただきました。以上でございます。 

〇曽田委員長： 

ありがとうございました。お手元の資料 2 を元にした説明を最初にしていただきました

けれども、私も事前に事務局と打ち合わせをしているので、そのときに疑問に思ってい

たことがありまして、区民交流スペースについての提案書についてどう反映されたかと

いうことは、区民交流スペース限定のお話です。今後どうするのかという検討は施設全

体が対象になりますので、今までこういう経緯があった、こういう提案があって反映さ

れているところがあって、反映されていないところもあるということとともに、それを

踏まえて全体として、今後、施設全体の運営活用についてどうなるかということのご議

論をいただくわけです。今後どうするか、全体をどうするかということについては、議

題の 3 番以降のワールドカフェ形式の意見交換のところで、ぜひ皆さんのご意見をいた

だきたいということでございます。ここまでの流れについて、何かご質問等はあります

でしょうか。 

〇柴田委員： 

はい。私が意見させていただいた部分でしょうか。NPOが発災後に集まる場所がないの

で、発災後はそのように活用するということに対してのお返事ということでよろしいで

すか。 

〇桐山庁舎管理担当課長： 

そうでございます。 

〇柴田委員： 

ちょっと前半が長かったので、確認ですけれども、今後、検討の余地はあるということ

でよろしいですか。一時集合所だからダメとかそういうことではなくて、備品の配布場
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所になっているとか、いろいろなお話をされましたけれども、区民交流スペースについ

て申し上げているだけで、他の部分に関しては何も申し上げていないですけれども、そ

この部分は検討の余地はあるということでよろしいですか。災害対策課さんとお話をし

ていただいて。 

〇桐山庁舎管理担当課長： 

先ほど前段の部分で区役所の本庁舎の機能についてご説明をさせていただきましたけれ

ども、そこは委員の皆様方に基本的な情報として、私の方でご説明をさせていただきま

した。今ご質問の点につきましては、災害対策課の方にこちらからお伝えをさせていた

だきまして、検討の余地といいますか、ご相談には応じるということで確認をさせてい

ただいております。ＮＰＯ法人と災害対策課は日常的にいろいろ接点があるということ

はお伺いさせていただいておりますので、その部分につきましては当方からお伝えをさ

せていただきまして、災害対策課の方もご相談に応じるということで確認をとっており

ます。 

〇曽田委員長： 

よろしいですか。多分大丈夫だと思います。用意はあるということだと思いますけれど

も、他にいかがでしょうか。ご質問ご発言いただくときは、お名前まで言っていただい

た方がいいかもしれないですね。2 回目なので、まだ、どなたがどなたか分からないか

もしれません。今ご発言いただいたのは柴田委員でよろしいでしょうか。 

〇柴田委員： 

柴田です。すみません。よろしくお願いいたします。 

〇曽田委員長： 

他にいかがでしょうか。よろしいですか。では、次の項目、3 番目の議題に移らせてい

ただければと思いますが、よろしいですか。 

 

（３）事業・活動検討に基づき区民利用施設の基本方針・目標を考えるワールドカフェ 

〇曽田委員長： 

はい、ではここからワールドカフェ形式でということですが、「事業・活動検討に基づ

き区民利用施設の基本方針・目標を考えるためのワールドカフェ」ということでござい

ます。このワールドカフェについて、シアターワークショップの方に進行をお願いして

おります。よろしくお願いいたします。 

〇シアターワークショップ山下： 

はい。シアターワークショップ山下と申します。では、ここからご説明を申し上げます。

ちょっと議論の時間をとりたいので、少し駆け足の説明になるかもしれませんが、ご容

赦ください。まず、全部の施設の竣工スケジュールを再度確認したいと思います。来年

度中に開館をするのは、来庁者の一部施設及び、世田谷区民会館と呼んでいるもの、ホ

ール、練習室、集会室、ラウンジ、エントランスホールが開館します。2 年後の令和 7
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年度に開館するのは区民交流スペース、区民交流室のうちの 1 部というか、５室のうち

４室ですね。そして、広場、レストラン、売店、屋上等です。令和 9 年に開館するのが、

西棟の屋上と、あとは区民交流室の残りの１室、キッチン付きのものです。段階開館と

なっております。 

今回のワールドカフェの目的ですけれども、まず事業活動を少し具体的に考えていただ

いて、その中でこの区民利用施設全体に望まれる事業活動のイメージを皆さんで導き共

有いただきたいと思います。それを事業及び活動計画という総合運営計画の中に反映し

ていきたいというのが一つ、その事業活動のイメージからブレイクダウンじゃなくて、

反対ですね、アップしていく形で、区民利用施設の基本方針・目標を定めるためのキー

ワードを抽出していけたら、というのが 2 つ目の目的でございます。 

今回、斎藤副委員長からのご提案もございまして、ワールドカフェで皆さんと親睦を深

めつつといいますか、いろいろ議論をしながら進めていこうということで、ワールドカ

フェ形式をとらせていただいております。今回、学識経験者のお三方以外の皆様は 1 回

目の議論が終わりましたら、お席を移動していただいて、別のチームでまたご議論をい

ただいて、最後、またフィードバックとして戻ってきていただくという形をとっており

ます。これはちょっと時間がタイトになりますが、お題１が 20 分で移動をしまして、お

題２がまた 20 分、お題 3 がまた 20 分で最後、学識経験者のお三方に発表していただく

という流れになっております。 

1 つ目が事業活動を皆様から膨大なワークシートの回答をいただいていますので、それ

を見ながら、これいいねと思ったもの、あと、これはもっとこうしたらいいねと思った

ものをご発言いただきたいと思います。その中から、特に、ここの企画・事業といいま

すか、大切な取り組みというものについて、考えていただくのがお席を移動していただ

いた後でございます。この段階で多分皆様の属性といいますか、ご専門のものと違うグ

ループに移動される方が多いと思うんですけれども、だからこそのフラットなご意見を

お願いしたいと思います。そして、また、もとの皆様のご専門に近いところに戻ってき

ていただいて、フラットな方々のご意見を踏まえて、ここのキーワード、大事なものは

何でしょうかというものを考えていただくということになっております。先ほど説明し

たので、ここは簡単にですけれども、リーダーを残して他の皆さんは移動していただき

ます。オンラインの方もご移動いただく計画になっていますので、よろしくお願いいた

します。 

1 つ目の事業活動をピックアップするときには、この活動一つだけではなく、誰がどの

ように活動するのかという、5W1H じゃないですけれども、こういったものも踏まえて、

ご発言いただければと思います。お題２は移動してきますので、移動してきた方々に残

っている方が 1 本目のお題ではこんな話があったよということを共有していただいて。

移動してきた方が他のグループではこんな話があったよということを共有していただい

て、そこから話をスタートしていただきます。その後、また元のグループに戻りまして、
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旅をした先ではこんな話がありましたよというお話を共有していただいて、ずっといら

っしゃる学識経験者の皆様は、旅をしてきた人たちは、こんな話をして去って行ったよ

ということをご共有いただいて、お題３を検討してきたということになります。 

意見交換についてのお願いでございます。検討委員会なので問題ないかなとは思ってい

ますが、なかなか時間がたくさん取れているわけではないので、簡潔なご意見やご発言

をお願いしたいと思います。意見を一つにまとめることを求めているわけではございま

せんので、相反する意見があったということも記録に残していただければと思います。

あとは、特に若い委員さんもご遠慮なさらず、自由に発言してくださいというのが、4

つ目でございます。感染拡大防止のためのお願いでございます。席を移動いただきます

が、その際にどうしても人と人がすれ違いますけれども、その際にお話ししてしまうと

近接をしてしまいますので、お話をなさらずに、さっと静かに移動していただければと

思います。ご移動の際、机の上を消毒いたしますので、荷物を全て持ってご移動をお願

いいたします。あと筆記用具も、もしお持ちでない方はこちらでも貸し出しをいたしま

すので、委員さんの間での貸し借りを行わないようにしていただければと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

各グループの模造紙のイメージ、現物を見ていただければと思いますが、エリアで切っ

ております。A グループが区民交流スペースと区民交流室、B グループが区民会館エリ

アと呼ばれるところです。C グループが屋外空間でございます。 

事例を少しご紹介しようかなと思ってご用意しております。特に先行開館する区民会館

や、練習室、集会室みたいなところをうまく使ってお試しをしていったり、広げていっ

たりしていただければなと思いましたので、文化施設のようなところで、文化施設に限

らない活動をしていらっしゃる事例を集めてみました。 

こちら可児市文化創造センターala ですけれども、芸術の殿堂ではなく、人間の家という

ふうに、前館長さんが自らご発言をなさっているところでございますけれど、社会包摂

に取り組まれていて、演劇だとかダンスを通じて、引きこもりの方など、そういう人た

ちにワークショップを通して、おうちから出てきたよとか、そこがちょっとよくなった

よとか、そういうことをやっていらっしゃいます。ここで事例に挙げているのは、高齢

者の方の心身機能維持のための事業であったり、日英でなかなか生きづらい環境にある

子供たちが作品をつくって一緒にやるみたいな事例をここで挙げております。次に、ア

オーレ長岡ですが、施設構成が割と似ているかなと思いますけれども、ここもアリーナ

と屋根付き広場、市役所が一体となっています。ここは NPO さんと一緒に市民活動の

推進に取り組まれているということと、あとは今回、区民会館は大きなホールあります

けれども、それに限らず、いろんな場所で演奏とかいろんなことが起こっていいんだよ、

という事例です。あとは周辺地域との連携ということでクーポン付きマップを配るとか、

そんなことをやっている例としてご紹介しました。 

次ですね、横浜市役所にも入ってすぐのところに大きい広い空間があります。ここでは、
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市の施策として、障害者週間の啓発のものをちょっとビジュアルと見た目をよくして映

像を使ったり、コンサートをしたり、作品を壁に展示したりして、皆さんに親しみやす

く周知しているというところと、こちらも NPO というか、企業、大学、市民と連携し

て市民活動の推進を行っていますので、その場があります。また、ここは普段、堅い床

の広いところですけれども、たまに芝生を敷いてみたりして、親子の遊び場づくりをし

ております。 

あとは個別の事業のご説明です。舞台と言っても鑑賞するだけではないということで、

自分が舞台に立つことで、隣の渋谷区で今、松本幸四郎さんになられた元、市川染五郎

さんが指導をして子どもが舞台に立つような、子どもが伝統芸能を学ぶというものがあ

ります。秋田のところではミュージカルをやりますよというものがあります。次が子ど

ものためのバレエとペンギンカフェ、昨日までやっていましたけど、ペンギンのバレエ

を見るだけじゃなくて、その前に絶滅危惧種についてのセミナーがあって、子供たちが

SDGs とかを考えるというものがあります。あとその次、右側は憧れの仕事であるユー

チューバー体験とか、ミュージカルに立ってみる、舞台に立ってみる、みたいな経験を

ちょっと気軽にやって、それはホールじゃなくて階段を使ってステージで発表する、プ

ロの人と一緒に舞台に立つということですね。 

あと、文化があることをうまく使っていただきたいというのがその次の事例です。誤嚥

性肺炎防止のためのボイストレーニング。誤嚥性肺炎防止には声楽がいいという話をち

らほら聞くところでございますけれども、それを声楽家の人に教えてもらって、皆様方

もしっかりしていきましょうみたいなことですね。それの身体バージョンがダンサーに

よる「からだ講座」、あとは障害者向けの事業というのもいろいろありまして、パーキ

ンソン病患者のためのダンスプログラム、発達障害の方のためのプログラムみたいなこ

とがいくつかございます。あと、アウトリーチと呼ばれる外に出て行く事業が、1 回目

の委員会の時に吉澤委員からの近隣との連携の話の中でもあったかと思うんですけれど

も、個々の施設に出かけていくことと、外の学校教育とかにも、個々の施設での活動を

反映させるということもあってもいいのかなということで挙げさせていただきました。 

あと、地域商店街との連携です。地域で舞台をつくったものと、右側のストレンジシー

ド静岡は近くにホールがあるんですけど、ホールをほぼ使わずに街中の何か噴水をふと

眺めたら、ダンサーが変なポーズをとって固まっていたとか、街中をパフォーマンス空

間としてお祭りのようにしているもので、こんなこともできるということの事例として

挙げています。ここまでが事例の説明でございます。 

この後、私共、弊社のスタッフが各グループにつかせていただいてワールドカフェを進

めさせていただきます。オンラインの方はこの後、ブレイクアウトルームというんです

けれども、セッションごとに分かれていただいて、各チームにご参加いただくことにな

ります。今、細川委員が入られたと思うので、ご紹介をしてから分かれたいと思います。 

〇曽田委員長： 
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それでは、細川委員が参加されたということでご挨拶を賜りたいと思いますが、いかが

でしょうか。お願いいたします。 

〇細川委員： 

はじめまして。細川と申します。一区民としていろんなご意見をご提案できればなとい

うふうに思っていますので、どうぞよろしくお願いします。 

〇曽田委員長： 

どうもありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。では、全体の進行

に戻りまして、ワールドカフェの実施ということでお願いしたいと思います。 

〇シアターワークショップ山下： 

では、現地の皆さんはすぐに開始します。オンラインの方は今からブレイクアウトルー

ムの詳細画面が出ますので、参加というボタンを押してください。よろしくお願いしま

す。 

 

―――ワールドカフェ開始――― 

 

〇A・B・C グループで議論 

 

―――ワールドカフェ終了――― 

 

―――各グループから検討内容の発表――― 

〇齋藤副委員長： 

うまくまとめられるか自信がないですけど、A 班では区民交流スペースと区民交流室と

いう場所について意見交換をしています。それで一応、一番大元のコンセプトにあるの

が、参加と協働のシンボルになるような何かがあるといいねということです。そこから

考えると、区民交流スペースとか区民交流室は、その参加と協働のシンボルの一つ、か

なり重要な部分じゃないかということでした。 

それで、区民交流スペースでこんなことができたらいいなということはものすごくたく

さん出たんですけれども、この意見交換の中で一番大事なことをピックアップしてみよ

うというところでは、やはりどんな運用スタイルにするのかとか、どういう人が運用す

るのかというのが一番大事じゃないかということになっています。それで一つは、常に

新しい人が運営に入ってこられるような、そういう仕組み、新陳代謝があること。それ

から、多様な人がかかわれるようなコラボレーションがあるということです。その中で

は 4 つのマネジメントの視点ということで、吉澤委員のレジュメにあったと思うんです

けれども、アートマネジメント、エリアマネジメント、パークマネジメント、そして参

加と協働のマネジメントこういうものが考えられるんじゃないか。それだと、これを全

部一人の人、または一つの団体ができるとはあまり思えないということで、そういう人
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たちを育てるとか、それから自分たちでそれになるというようなことが重要なんじゃな

いか。そういう運営者に自分たちがなっていこうということも話が出ました。 

それからもう一つは、今、まさにこの会議の中で、この区民交流スペースと、それから

区民会館ホールから屋上庭園みたいなみどりの部分が普通だったらば、分離発注してし

まいそうな部分をこうやって協働で考えていること自体が、新しい参加と協働のシンボ

ルの一つなんじゃないかということで、この場所を屋上緑化のスペース、みどりのスペ

ース、それから区民交流スペース、区民会館ホールみたいなのを一体的に考えていく。

そういうトータルな仕組みというのは継続してほしいなと。これが世田谷らしい場所を

つくるということになるんじゃないかということがありました。それから、一体的に考

えていくという、あまりどこもやっていないかもしれないことを、いきなり何かこれを

やりましょうと決めるのは難しいんだけれども、実験的な運用をしていて、それを繰り

返して自分たちのできることをアップデートしていく。そういうトライ・アンド・エラ

ー的なものもあってもいいのではないか、その中で人とのつながりが広がったり、それ

から新しい知見が結びついたり、汽水域というキーワードが出ていましたけれど、そう

いうことが実現していくんじゃないか。それが大事なんじゃないかっていうことを話し

合いました。以上です。 

〇シアターワークショップ山下： 

ありがとうございます。 

〇曽田委員長： 

皆さん、お疲れ様です。まず、このワールドカフェの方式を用いてディスカッション、

意見交換をしたということはすごくよかったと思います。非常に意見が言いやすかった

ということと、違う意見をお聞きする機会になったと思います。それから、今までどう

いう前提でご発言をされているのかちょっとわからないでお聞きしていたところがすご

くよく分かりました。それと区役所の方が議論の様子を見ていらっしゃるのも非常にい

い刺激になったのではないかと思います。 

我々のグループですけれども、利用の対象が区民会館ホールなので、利用の仕方につい

てはあまり変わったこと、新しいことはやりにくいという印象があります。今までも利

用率は非常に高いということなので、そのよい部分はそのまま活かしつつ、ではどこを

変えていけばいいのかというと、一つは区民会館ホールだけがあるんじゃなくて色々な

スペースがあるので、全館一体運用ということをやると、これまでにない色々な人が

色々なことをやっているという状況が見えるようになると思います。それから利用者間

の情報交流とか意見交換とか懇談会とか、自分たち以外の団体とどういうふうに顔が見

える関係をつくっていけるのか、フェスティバルとか利用者懇談会とかがアイデアメモ

に書いてありますけれども、そういうものを使って交流を活発化できないかというよう

な話がありました。 

それから、区民会館がせっかく非常にクオリティーが高いし、音響も今後よくなるだろ
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うと言われているので、世田谷区民 92 万人が利用者であるような、あるいは受益者であ

るような質の高い活動がやっていけたらというような意見があり、そうすると、単に貸

館だけではないかもしれないというような話も出ていました。そうすると、ラウンジも

含めて、どういう仕方で運営をするかというのが大事で、利用者間の利用の工夫とか可

能性とかというのが、他の人にもわかるような形で運営がなされていくというふうにな

るとよいということが話されていました。そのときに区内にあるいろいろな音楽関係の

施設だとかのフェスティバルなどの催しと通常とは別の枠をつくって協力していくのも

良いのではないかというご意見がありました。 

最後にキーワードをどうしようかという話をしていまして、私は「交流する」機会が自

然に出てくるような運営の工夫というのがあるといいですねと申し上げていたんですけ

れども、一つだけ新しい言葉をつけ加えて、「提案をする」ということをキーワードに

して、この検討委員会の中から多くのアイデアが生まれていけばいいなと思います。委

員会だけではなくて、区民利用の中で「提案する」という文化や活動形態が多く出てく

れば良いのではないかと思いました。そこで、「交流をデザインする」の前に一言つけ

て「自ら提案し、交流をデザインする」というキーワードを提案したいと思いました。

以上です。 

〇シアターワークショップ山下： 

ありがとうございました。では最後、福岡委員お願いします。 

〇福岡委員： 

福岡です。私たちの班は、広場とそれから屋上の庭園に関してでした。最初に簡単にキ

ーワードについてお話しすると、育てる、育む、最初に全部決めてしまうのではなくて、

一緒に時間を掛けて作っていくのが大事なんじゃないかなという話がありました。大坪

委員からは「景観 10 年、風景 100 年、風土 1000 年」という話がありましたけれども、

そんな簡単にすぐ作ってしまうんじゃなくて、作るところから楽しんで育てていこうよ

ということで育てるという言葉が出ました。あとはコモンですね。ちょっと小難しい言

葉かもしれませんが、共有している場所とか土地という意味で、グリーンコモンズとい

う言葉も出ていましたけれども、特に広場とか屋上の場所は、色々な世田谷区の人たち

がみんなで一緒に作り上げていくような場所にできたらいいなということでコモンとい

うキーワードが出ています。あとは日常を豊かにということで、どっちかというと、イ

ベントの日の話とかが多かったんですけれども、そうじゃなくて毎日ちょっとそこでお

弁当を食べたりとか、本を読んだりとか、区の職員の人がまず一番楽しめるような、そ

ういう一瞬を豊かに、ふらっと寄れるような場所、生活の延長、それが大事かなという

話がありました。最後に、みどりの司令塔って書いてあるんですけれども、どうしても

この中で収めることばかりを考えてしまうんですけれども、そうじゃなくて、ここから

区の色々な場所に伝わっていくような、みどりのハブみたいな色々な新しいアイデアと

か学校とかみどりが大好きな人たちが繋がるような司令塔みたいな場所がいいなという
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ことが出ていました。 

具体的な広場の場所の提案については、さっき日常使いというのがありましたけれども、

一人でも楽しめるし、5 人でも 6 人でも楽しめるような座れる色々な形の家具とか高さ

とか大きさとか、あとは中庭に今ケヤキが 6 本あるんですけれども、夏がやっぱり暑い

んじゃないという話があったので、少しプランターとか家具とかそういうものを組み合

わせて居心地がいい場所を作れないかなというお話がありました。  

まず、冬は暖かい場所がどこなのかとか、夏の日陰は足りているのかとか、ちょっとそ

こら辺は図面からは分からなかったんですけれども、基本的に毎日行きたくなるような

場所を整えるということが大事かなということと、あとは床の仕上げですかね。今はコ

ンクリートとか舗装でビシッと固まっているんですけれども、土とか植栽とかをもう少

し増やして、可能であれば床の仕上げも少し工夫して、ちょっとエリアを分けてあげた

方が使いやすいのかな、みたいな話もありました。 

あとは災害時ですね。かまどベンチを今使われている方もおられたんですけれども、毎

日じゃなくても結構使わないとなかなか災害時のイメージもつかないので、そういうか

まどベンチだけじゃなくてテントを張ったりとか、キャンプみたいな真似事をしてみた

りとか、色々な使い方をしてみたりするのはどうか、ということでお話がありました。 

あと、また少し話はずれるんですけれども、ホールの近くなので、残念ながらホールか

らの練習の音とかはあまり漏れ聞こえないらしいんですけれども、エントランスホール

とかホワイエとかそういう練習とかダンスのパフォーマンスとか、それからストリート

ピアノみたいなものがあったらいいなという話もありました。そういう芸術とか音楽と

か文化の滲み出しがうまく出てくるといいねという話になりました。また、屋上として

は大きい場所ではないんだけども、食べられる植栽とか、色々みんなで育てられるよう

な、全部決めて最初に植えてしまって、最後さあどうぞというのではなくて、使い勝手

がいい水場になったりとか、子どもが足洗えたりとか、いろいろなことができるような

ことを最初に決めきらないで作っていけるといいんじゃないかという話はあります。 

あとは、管理の話ですね。では、どうやったらここでうまく管理が進むのかなという話

で、一つは区民に裁量権を与えて色々まとめてやっていただくというやり方もあるかも

しれませんし、あとはプラスのまちづくりとかみどりの NPO とかありますけれども、

区と協働してここがうまく回っていくようにいろいろなマネジメントをしていくという

仕組みもあるかなという話がありました。そこら辺は煮詰まった議論ができていないん

ですけれども、小さい屋上ではあるんですが、水盤とか雨水利用とか小さいビオトープ

とか芝生で歩きたい、これを売りたい美味しい食べ物も作ってみたいなど、いろいろな

話があったんですけれども、ここで同意した人をどういうふうにマネジメントしていく

かというところは、もう少し詳しく議論できたらいいなという話をしました。でも大き

い考え方としては全体に共通するものもあると思いますし、広場と屋上だけに特化した

ものもあると思います。以上です。 
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〇シアターワークショップ山下： 

ありがとうございます。では、続きの議事をお願いします。 

〇曽田委員長： 

皆様、お疲れ様でした。非常に熱気のある議論でしたので、8 時半に終わりたいという

ような話が最初にありましたけれども、中身がそれでは中途半端になってしまうという

ことで、皆さんの熱意が、議論や内容にも反映していたと思いますので、少し時間がか

かってしまいました。それでこの後ですが、第 3 回以降の検討委員会がこのあと予定に

上ってくるわけですが、本日の議論の中身を反映した形で当然、次の議論に移っていく

わけですので、事務局においては本日の結果をまとめて資料をつくっていただいて、第

3 回以降にご提案いただければと思います。 

ということで、続きましての検討事項は、9 月に第 1 回のワークショップを予定してい

るということですので、これについてシアターワークショップの方からご説明をお願い

したいと思います。 

 

（４）第１回ワークショップ検討内容 

〇シアターワークショップ山下： 

はい、ではご説明させていただきます。第 1 回ワークショップを 9 月に開催予定でござ

います。こちらの検討内容はどちらかと言いますと、この先は総合運営計画という大き

な運営計画の中の事業活動計画について、主に実際に計画をどうつくるかという話を議

論いただくような会に移っていくかなと思うんですけれども、ワークショップはどちら

かというと、もうちょっとフラットに気軽に参加していただいて、どんな事業活動があ

ったらいいなとかルールがどんなふうだったらいいなとか、私たちどうやって参加して

いきましょうかみたいなことを、専門家とかによらず話し合っていただく場としてご用

意をしております。この図で書いていますとおり、第 1 回、第 2 回と検討委員会が進ん

で参りまして、第 3 回が 10 月としばらく時間が空くんですが、ワークショップの結果と

今回のワールドカフェの結果を踏まえまして、総合運営計画の基本方針・目標案を次回

にお出しさせていただきます。その後、同じく第１回ではワークショップの意見を踏ま

えて、今回、事業活動を語り合っていただいたように、この利用規則について語り合っ

ていただく場を設けたいと思います。それで、ワークショップの第 2 回をしまして、次

は事業活動とルールを全部踏まえた事業活動計画案というものを第 4 回でお示しします。

その後、ワークショップでは区民参加のことを考えていますが、その間、事務局の方で

組織の話だとか、収支の話だとか、そういったものの検討を進めていきまして、最後の

第 5 回では総合運営計画の案として皆様にお示ししてご意見をいただくという流れにな

っております。ワークショップは全 3 回、今ご説明した通り、事業活動とルールと区民

参加を考えるということになっております。 

次が 9 月 11 日の区民ワークショップ、第１回目です。こんな感じで 2 時間の中でグルー
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プワークをして模造紙に付箋を貼るみたいな形でワークをしていただくというものを予

定しております。縦軸が施設、横軸が時期みたいな感じで今は考えています。そこに

5W1H じゃないですが、どこで何をするのか、誰がするのかというのを貼っていってい

ただくという形で予定しています。 

これとは別にワークショップのメンバーについては募集をかけているところでございま

して、9 月 11 日には 25 人を定員として、開催することになっておりますが、検討委員

の皆様にも傍聴としてご参加いただく、見ていただくということが可能でございますの

で、よろしければぜひお立合いをいただければと思います。その際には入退館の事前申

請が必要になりますので、事前に事務局の方にお知らせをいただければと思います。以

上でございます。 

〇曽田委員長： 

ありがとうございました。今後の検討委員会の予定、それから 9 月の第 1 回ワークショ

ップの実施予定について説明がありましたけれども、何か委員の皆様からご質問するこ

とがありますでしょうか。はい、よろしいですか。どうぞ柴田委員。 

〇柴田委員： 

本日ワールドカフェを通して、事業の内容について話し合ったわけですが、今日話し合っ

た内容と、これから一般募集される方々のワークショップの内容というのは、どのように

リンクをするのか、あるいは 9 月のワークショップに今日の話というのはどのように反映

され、どのように混じり合っていくのかなっていうのが、ちょっとイメージがつかないの

で教えてください。 

〇事務局・榎本区民交流・文化施設準備担当係長： 

9 月の区民ワークショップの冒頭で、今回の検討委員会で議論させていただいた内容を

ご説明させていただいた上で、区民の方がより分かりやすい形でワークショップに入っ

ていただく形になります。また、そこで出たご意見について、第 3 回の検討委員会で委

員の方にも報告させていただく形になりますので、相互につながっていくというか、今

回話し合った内容を踏まえた上で、区民の方がワークショップでご議論いただいて、そ

れをまた検討委員会の方にも共有させていただいて、今後の基本方針・目標や事業活動

計画に反映させていただくというような流れになっています。以上です。 

〇柴田委員： 

今度ワークショップに参加される方は、その次にフィードバックの機会もあるんでしょ

うか。 

〇事務局・榎本区民交流・文化施設準備担当係長： 

今度の区民の方のワークショップについては、1 回目についてのフィードバックという

形ではないのですが、2 回目も同じメンバーで 3 回やりますので、今度 2 回目がルール

についてというお話になるんですけれども、例えば、そのときに検討委員会やワークシ

ョップで話した内容をまたフィードバックするということもできますので、そこは相互
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にリンクしていきながら進んでいくという流れになります。 

〇曽田委員長： 

私がちゃんと理解しているかということもあるんですが、ここは最終的に計画を策定す

る委員会ですので、ワークショップの方はもうちょっと利用者、区民寄りということで、

両方とも両輪のようにして進めていくということでいいですか。 

〇事務局・榎本区民交流・文化施設準備担当係長： 

おっしゃるとおり、両輪の形で進んでいくイメージです。 

〇曽田委員長： 

他に吉澤委員からご発言の挙手をいただいているようですけれども、お願いできますか。 

〇吉澤委員： 

ありがとうございます。今日はですね、遠隔の参加という形で実現していただいて、皆

様に改めて感謝を申し上げたいと、最初に言いながら、先ほどの柴田委員の意見に近い

んですけれども、委員長もおっしゃっていたように、かなり有機的な様々な意見交換が

できて、そのこととワークショップをどうやって両輪とみなすかは非常に難しいところ

があるなと正直思いました。そして、今回 2 回目も柔軟な方針転換をしていただいて、

このような場ができたので、ワークショップはちょっと参加者を募集している事情もあ

りつつ、ぜひラディカルに本当にどんな場が必要なのかを、ぜひ事務局の皆様、特に世

田谷区の皆様に積極的に考えていただくことを要望申し上げます。具体的に、というの

はちょっと難しいんですけど、今日の議論とワークショップの整合性は、なかなか厳し

いだろうなというのは、率直に皆様思っていらっしゃると思うので、そこを考えていた

だきたいと思います。 

9 月 11 日のことはコロナの事があって集合の形でできるか、私にはわからないので、私

としてはむしろオンラインを中心として、オンラインの環境がない方にどこか場所を用

意して、オンラインで参加していただくみたいなことも考えていた方がいいのかなと思

いました。ここは私が言うことではないかもしれませんけれど、今日、あの空間の中で

マイク３つ立てて、全部の音をとるというのは厳しかったと思うんですね。それはやむ

を得ないことだと私は思っていますが、そこまでやられているんでしたら、そういった

ことも考えていただけたらいいなと思います。ワークショップは傍聴しててもほとんど

意味ないんですよ。なので、そこを含めた意見として申し上げます。色々申し上げまし

たが、よろしくご検討ください。ありがとうございます。 

〇曽田委員長： 

ご意見ありがとうございます。柔軟に対応できるところは、検討していただきたいと思

います。ただ、思っておりますのは、3 月までに 5 回の委員会をやって、ある程度の結

論といいますか、計画まで決めていただくということが必要ですので、そのときに事業

の中身だけではなくて、運用の体制などのルールなどというところも必要になってくる

ことは事実でございます。追々ですが、事務局には対応していただいていると思います
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ので、中身を良くするということで、委員の皆様にもご協力をいただければと思います。

ワークショップについては、柔軟に、さっき言ったことと繰り返しになってしまいます

が、ご検討をお願いしたいと思います。 

他に、委員の皆様からご発言がありますか。よろしければ時間の都合もありますので、

今後のスケジュールというところに移らせていただきたいと思います。事務局からお願

いいたします。 

 

（５）今後のスケジュール 

〇事務局・片桐生活文化政策部長： 

皆様、大変疲れ様でした。それでは、簡単に今後のスケジュールについて改めてご説明

させてください。まず、第 3 回の検討委員会についてですけれども、日程につきまして

は 10 月下旬を予定しておりますので、決定次第ご連絡させていただきます。あわせまし

て、第 4 回、第 5 回の日程もお示しする予定でございますので、よろしくお願いいたし

ます。第 3 回の議題内容ですけれども、お話も出ていましたけれども、本日のワールド

カフェでいただきましたアイデアを参考にし、基本方針・目標の案を作成の上、これに

ついてご意見をいただきたいと思っております。また、区民利用施設の利用規制につき

ましても、ご議論いただく予定でございます。また、あわせまして、９月に開催の第 1

回ワークショップの結果報告、11 月に開催される第 2 回ワークショップでの検討内容に

ついてもご説明させていただく予定でございます。最後になりますけれども、現在委員

の皆様に確認をお願いしております、議事録につきましては、8 月末をめどに区のホー

ムページにて公開される予定でございますので、よろしくお願いいたします。説明は以

上でございます。 

〇曽田委員長： 

ありがとうございます。ほかに、委員の皆様からご発言などありますでしょうか。 

私も実感しておりますが、このような委員会は、回数が行われれば、中身が非常に充実

していくということは分かっているんですが、時間が限られていることもありますので、

むやみに増やすということでもないということですので、限られた、限定された機会で

はありますが、皆様のお知恵というか、アイデアからお力をいただくことが良い運営計

画、総合運営計画として結実するのではないかと思っておりますので、今後ともご協力

をよろしくお願いいたします。では、特に質問がこの場でございませんようでしたら、

本日の検討委員会は終了させていただきたいと思います。皆さん、どうもありがとうご

ざいました。 

 

 

以上 


